
9朝 日新聞社 2010年 44614号 (日刊 )

2010年ヤ平成22年)

7月9日
金曜日

天気 6  9  1 2  1 5 1 8 2 1 脩)

朝日新聞北海道支社竃祭鴫ユ!'!ぷ堵4獣
晃
弔碍奇培播乳君

1

函館 i

釧路 !

東京 ―

大阪 ||―
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馳
裂
最
高
裁
勧
告
受
け

過
労
に
よ
る
う
つ
病
で
自
殺
し
、

労
災
と
認
め
ら
れ
た
小
児
科
医

の
中
原
利
郎
さ
ん

（当
時
４４
）
の
遺
族
が
、

勤
務
先
の
立
正
佼
成
会

付
属
佼
成
病
院

（
東
京
都
中
野
区
）
に
１
億
２
千
万
円
の
損
害
賠
償

を
求
め
た
訴
訟
は
８
日
、

最
高
裁
第
二
小
法
廷

（
古
国
宿
紀
裁
判

長
）
で
和
解
が
成
立
し
た
。

双
方
が

「医
師
不
足
や
医
師
の
過
重
負

担
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が
国
民
の
健
康
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
」

と
確
認
し
、

病
院
側
が
遺
族
に
７
０
０
万
円
を
支
払

っ
た
。

（
延
与
光
貞
）

中
原
利
郎
さ
ん
の
遺
影
を
示
し
な
が
ら
会
見
す
る
妻
で
原

告
の
の
り
子
さ
ん

（
左
）
と
長
女
で
小
児
科
医
の
千
葉
智

子
さ
ん
＝
８
日
夕
、

東
京

・
霞
が
関
、

松
谷
常
弘
撮
影

和
解
条
項
に
は

「
日
本
の
よ
り

よ
い
医
療
を
実
現
す
る
」
と
の
観

点
か
ら
最
高
裁
が
和
解
を
勧
告
し

た
と
明
示
さ
れ
た
。

遺
族
側
代
理

人
の
川
人
博
弁
護
士
は

「
こ
う
し

た
表
現
は
個
別
の
事
件

で
は
異

例
。

医
療
界
に
改
善
を
求
め
る
最

高
裁
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
」
と

評
価
し
た
。

中
原
医
師
は
１
９
９
９
年
８
月

に
病
院
の
屋
上
か
ら
飛
び
降
り
自

殺
。

直
前
半
年
間
の
当
直
は
多
い

と
き
で
月
８
回
に
及
び
、

睡
眠
不

足
状
態
だ

っ
た
。

東
京
地
裁
は
２

０
０
７
年
３
月
、

別
の
訴
訟
で
自

殺
は
業
務
に
起
因
す
る
と
し
て
労

災
と
認
め
た
。

し
か
し
、

遺
族
が
病
院
を
相
手

取

っ
た
今
回
の
訴
訟
で
は
、　

一
審

。
東
京
地
裁
が
同
月
、

業
務
と
の

因
果
関
係
を
認
め
ず
に
請
求
を
葉

却
。

０８
年
１０
月
の
二
審

・
東
京
高

裁
は
因
果
関
係
を
認
め
た
も
の

の
、

健
康
状
態

へ
の
配
慮
な
ど
病

院
側
の
過
失
ま
で
は
認
め
ず
、

賠

償
請
求
は
退
け
て
い
た
。

長
女
「燃
え
尽
き
ぬ
社
会
に
」

中
原
さ
ん
の
長
女
で
小
児
科
医

の
千
葉
智
子
さ
ん
（
２８
）
は
８
日
、

和
解
成
立
後
に
記
者
会
見
し
、

「医
療
者
が
心
身
共
に
健
康
で
あ

る
こ
と
は
患
者
の
健
康
を
守
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。

曽
が
自
覚
す
る

こ
と
が
大
事
」
と
訴
え
た
。

神
奈
川
県
横
須
賀
市
の
病
院
で

働
く
２
歳
児
の
母
。

月
６
、
７
回

の
当
直
を
こ
な
す
。

他
科
の
医
師

よ
り
勤
務
は
き
つ
い
。

「週
に
複

数
回
の
当
直
が
あ
る
と
、

体
調
が

お
か
し
く
な
る
」
。

若
い
自
分
で

さ
え
週
に
１
回
が
限
度
だ
と
思

う
。

亡
く
な

っ
た
時
の
父
と
同
世

代
の
４０
～
５０
歳
代
の
同
僚
小
児
科

医
も
同
じ
ぐ
ら
い
当
直
に
入
る
。

０８
年
の
国
の
調
査
に
よ
る
と
、

勤
務
医
の
週
の
労
働
時
間
は
平
均

６．

．
３
時
間
。

０４
年
の
日
本
小
児

科
学
会
の
調
査
に
よ
る
と
、

常
勤

医
の
宿
直
は
月
平
均
３

・
４
回
。

通
常
勤
務
を
こ
な
し
、

そ
の
ま
ま

救
急
患
者
な
ど
に
対
応
し
、

仮
眠

も
ま
ま
な
ら
な
い
ま
ま
翌
日
夕
方

ま
で
働
く
人
は
今
も
ざ
ら
だ
。

日
本
医
師
会
の
０９
年
の
勤
務
医

調
査
で
は
調
査
対
象
の
６
％
が
週

に
数
回
以
上
、

死
や
自
殺
に
つ
い

て
考
え
、
９
％
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
支
援
が
必
要
と
み
ら
れ
た
。

遺
族
側
の
川
人
弁
護
士
は

「
こ

の
裁
判
を
通
じ
、

医
師
の
過
重
労

働
に
つ
い
て
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た

が
、

状
況
は
大
き
く
は
変
わ

っ
て

い
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

遺
族
と
病
院
と
の
争
い
に
答
え

を
出
す
だ
け
で
な
く
、

日
本
中
に

見
ら
れ
る
医
師
の
過
重
負
担
を
何

と
か
し
な
け
れ
ば
、

人
々
の
健
康

は
守
れ
な
い
―
―
。

和
解
を
勧
め

た
裁
判
官
の
意
図
を
、

原
告

・
弁

護
側
は
そ
う
受
け
止
め
た
。

妻
の
の
り
子
さ
ん
（
５４
）
は

「病

院
の
経
営
者
や
指
導
者
に
は
、

二

度
と
同
じ
不
幸
が
繰
り
返
さ
れ
な

い
よ
う
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
」

と
力
を
込
め
た
。

中
原
さ
ん
が
遺

書
に
記
し
た

「経
済
大
国
日
本
の

首
都
で
行
わ
れ
て
い
る
あ
ま
り
に

貧
弱
な
小
児
医
療
」
を
変
え
て
い

く
た
め
、

市
民
に
呼
び
か
け
る
活

動
を
続
け
る
つ
も
り
だ
。

医
師
を
志
す
智
子
さ
ん
に
、

父

は

「
ろ
く
な
職
業
じ
ゃ
な
い
」
と

言

っ
た
。

高
校
３
年
の
時
の
父
の

死
を

「人
生
か
ら
の
逃
避
」
と
感

じ
た
。

そ
れ
で
も
小
児
科
を
選
ん

だ
の
は
、

母
校
の
教
授
の

「子
ど

も
に
は
発
達
が
あ
り
末
来
が
あ

る
」
と
い
う
言
葉
が
き

っ
か
け
だ

っ
た
。

命
を
削

っ
て
仕
事
を
し
た

父
を
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

「患
者
第

一
で
頑
張
る
医
師
が
燃

え
尽
き
な
い
社
会
に
な

っ
て
は
し

い
」

（
月
舘
彩
子
、

辻
外
記
子
）


